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高槻市第７期障がい福祉計画及び第３期障がい児福祉計画（素案）の概要 

 

① 計画策定の趣旨 

令和３年度を初年度とする「第２次高槻市障がい者基本計画」に掲げる理念の実現に向け、今後の障がい福祉

サービス及び障がい児福祉サービス等の提供の方向性を定めるため、策定します。 

 

② 計画の位置づけと期間 

計画は、障害者総合支援法に基づく「障がい福祉計画」、児童福祉法に基づく「障がい児福祉計画」として策定

しており、「第４次高槻市地域福祉計画・地域福祉活動計画」等の関連する他の計画との整合性を図っています。

計画の期間は、令和６年度から令和８年度までの３年間です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 計画の対象 

本計画では、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律並びに児童福祉法に基づき、障が

い福祉サービスの対象となる障がい者等の範囲を、身体障がい児者、知的障がい児者、精神障がい児者（発達障

がい児者及び高次脳機能障がい者を含む。）並びに法令で定める疾病により障がいのある難病患者等としており、

障がい種別によらない一元的な障がい福祉サービスの実施等を図ります。 

 

④ 本市における障がい者施策の基本的な考え方 

第２次高槻市障がい者基本計画の基本理念 

高槻市に、住むすべての人々が、夢を育み、 

安心して暮らせる 自治と共生のまちづくり 

障がい者施策の展開の方向性 

🔶「個人としての尊厳の尊重」  🔶「地域における生活支援の充実」 

🔶「自立と社会参加の促進」  🔶「人にやさしいまちづくりの推進」



高槻市第７期障がい福祉計画及び第３期障がい児福祉計画の成果目標及び活動指標 

 

 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

市が定める障がい福祉計画及び障がい児福祉計画は、「国の基本指針」や国の基本指針に即して示される「大阪府の 

基本的考え方」を基に成果目標・活動指標を設定するとされています。本計画では、本市の障がい施策の基本方針を 

示した第 2次障がい者基本計画の基本理念を実現するために、以下の成果目標・活動指標を設定します。 
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障がい福祉サービス以外 
〇精神障がい者にも対応した包括
ケアシステムの構築 

〇相談支援体制の充実・強化のた
めの取組 

〇障がい福祉サービス等の質を向
上させるための取組 

活動指標 成果目標 

障がい児通所支援・障がい児相談支援 
○児童発達支援 
〇放課後等デイサービス 
〇保育所等訪問支援 
〇居宅訪問型児童発達支援 
〇障がい児相談支援 
 

〇医療的ケア児に対する関連分野の支援を調整するコーディ
ネーターの配置 

発達障がい者等に対する支援 
○ペアレントトレーニングやペアレントプログラム等の支援プロ
グラム等の実施 

○ペアレントメンター 
○ピアサポートの活動 

○障がい福祉サービス等に係る各種研修の活用 
〇障害者自立支援審査支払等システムによる審査結果の共有  
○障がい福祉サービス事業所等に対する指導監査の結果の共有 

障がい福祉サービス等 
〇居宅介護 
○重度訪問介護 
○同行援護 
○行動援護 
○重度障がい者等包括
支援 

○短期入所 
○生活介護 
○自立訓練（機能訓練） 
○自立訓練（生活訓練） 
○就労移行支援 
○就労継続支援Ａ型 
○就労継続支援Ｂ型 
○就労選択支援 
○就労定着支援 
○療養介護 
○共同生活援助 
○施設入所支援 
○自立生活援助 
〇地域生活支援拠点等 
○計画相談支援 
○地域移行支援 
○地域定着支援 

相談支援体制の充実・強化等 
○基幹相談支援センターが地域の相談支援体
制の強化を図る体制の確保 

○協議会における個別事例の検討を通じた地
域サービス基盤の開発・改善等 

 

障がい児支援の提供体制の整備等 
○児童発達支援センターの設置及び障がい児
の地域社会への参加・包容（インクルージョ
ン）の推進 

○主に重症心身障がい児を支援する児童発達
支援事業所及び放課後等デイサービス事業所
の確保 

○医療的ケア児支援の協議の場の設置及び医
療的ケア児等に関するコーディネーターの配
置 

福祉施設の入所者の地域生活への 
移行 
○地域生活移行者数の増加 

○施設入所者数の削減 

地域生活支援の充実 
○地域生活支援拠点等が有する機能の充実 
○強度行動障がいを有する者のニーズ把握及
び支援体制の整備 

福祉施設から一般就労への移行等 
○福祉施設利用者の一般就労への移行 
○就労定着支援事業の利用率及び事業所ごと
の職場定着率 

○就労継続支援(B型)事業所における工賃の
平均額 

○地域の就労支援のネットワークを強化 

障がい福祉サービス等の質を向上さ
せるための取組に係る体制の構築 
○報酬請求エラーについて集団指導等の場での
情報共有する体制の構築 

精神障がいにも対応した地域包括 
ケアシステムの構築 
○精神病床における 1 年以上長期入院患者数
＜大阪府が設定＞ 地域生活支援事業 

〇理解促進研修・啓発事業・自発
的活動支援事業 

〇相談支援事業 
〇成年後見制度利用支援事業 
〇成年後見制度法人後見支援事業 
〇手話奉仕員養成研修事業、意思
疎通支援事業、特に専門性の高
い意思疎通支援を行う者の養成
研修事業・派遣事業 

〇日常生活用具給付等事業 
〇移動支援事業 
〇地域活動支援センター事業 
〇在宅重度身体障がい者等訪問
入浴サービス 

〇日中一時支援 
〇雇用施策との連携による重度障
がい者等就労支援特別事業 

〇重度訪問介護利用者等大学等
修学支援事業 


